
平成 28 年度 教育後援「桐光会」総会 議事概要 

 
日 時：平成 28 年 6 月 11 日（土）10:00 ～12:00 

場 所：目白大学新宿キャンパス 研心館 2 階  

出席者：運営委員 保護者：32 名（委任状１２名含む）、教職員７名 

他に幹事等６名 

議事 

1. 平成 28 年度会長、副会長及び監査役の選出（敬称略） 

  会長：小寺暢之  副会長：大塚純子  監査役：五十嵐貴代、山根朝子 

 

2. 平成 27 年度事業報告 

交流委員会： 

〇桐和祭にて、林修氏の講演会を開催。申込多数の為抽選で４７３名参加 

〇学園祭に来場した保護者対象 1 家族につき 1,000 円分の食券を配布 

使用された食券の金額は新宿 242,100 円、岩槻 111,200 円 

  奨学委員会： 

   〇奨学金選考委員会を 2 回開催し、以下の奨学金を支給 

    春学期 応急支援奨学金 6 名 2,926,400 円  

    秋学期 卒業支援奨学金 4 名  934,000 円  

   〇期間中に死亡した会員及び学生本人に規定に従い、1人 5万円計 60万円を支給 

   〇災害救援ボランティア講座開催 

広報委員会： 

   〇桐光会リーフレットの制作と平成 28 年度新入生への配付 

〇ホームページの「桐光会」サイト更新。 

 ・奨学金事業報告のおよび奨学金受給者からの「お礼メッセージ集」の掲載 

      総務・会計： 

         〇総会及び常任委員会の開催 

 

3. 平成 27 年度決算及び会計報告              （単位円）   

≪収入の部≫ 

前年度繰越金       199,111,318    

平成 27 年度会費        59,605,000      

合計   258,716,318 

      ≪支出の部≫ 

         奨学費      3,860,400（奨学金支給） 

印刷製本費        484,890（パンフレット、封筒、チラシ） 

会議費               327,420（総会、委員会費用） 

慶弔費                600,000（会員弔事見舞金） 

消耗品費                   27,290（事務用品） 

通信費                864,669（奨学案内等郵送費） 

福利厚生費             353,300（大学祭食券配付） 

講演会費（林修）         2,117,882（出演料、受付業務等） 

旅費交通費              87,824（委員交通費） 

返金                      285,000（休学者等返金） 

災害救援ボランティア講座    189,972（講座運営費）           

合計              9,198,647 

≪次年度繰越金≫     249,517,671 



4. 平成 28 年度常任委員及び運営委員の会務について   

     常任委員：会長、副会長、各会委員長 4 名、幹事 7 名 

     運営委員の会務：役員 4 名、総務・会計 5 名、交流委員会 8 名 

                 奨学委員会 9 名、広報委員会 6 名 

5. 平成 28 年度事業計画 

  交流委員会： 

   〇桐榮祭にて、数学者・大道芸人ピーターフランクル氏の講演会開催 

〇両キャンパス学園祭来場の保護者対象に 1 家族 1,000 円分の食券配布 

  奨学委員会： 

   〇新設奨学金である「生活支援奨学金」「一人暮らし学生支援奨学金」「遠距離通学

生支援奨学金」の募集・選考を行う。春学期奨学金選考委員会は５月 28 日に実

施済。秋学期奨学金選考委員会を 11 月に実施。新奨学金の募集・選考について、

評価および反省を行うため、平成 29 年 2 月に「奨学金委員会」を開催 

〇災害で被災した会員に対し見舞金及び弔事見舞金等の迅速な支給 

〇災害救援ボランティア講座開催 

      広報委員会： 

〇桐光会リーフレットの制作と平成 29 年度新入生への配付 

〇ホームページの「桐光会」サイト更新 

・奨学金事業報告  ・奨学金受給者からの「お礼メッセージ集」   

      総務・会計 

         〇総会、常任委員会等の開催 

         〇総会議事概要、会計報告を全会員に開示 

 

6. 会則、奨学金規則 （略）          

 

7. その他 

（1） 平成 28 年度職員人事において就職支援部長職が新設された。このことにより桐 

光会会則第１条の組織、幹事に就職支援部長を加える。 

（2） 総会の議事内容等を全会員に伝える。桐光会奨学金の案内等と一緒に書面にて。ま

たホームページでも回覧できるようにする。 

（3） 会費の使途については、本年度から拡充された奨学金事業に約 6 割強を充てるが全

学生、全保護者が対象となる事業を積極的に展開する。 

 

                                                    以 上 

 


